
　
エ
コ
ス
タ
イ
ル（
ク
ー
ル
ビ
ズ
）と
は
、

夏
向
き
の
半
袖
シ
ャ
ツ
な
ど
を
着
用
し
、

上
着
や
ネ
ク
タ
イ
な
ど
を
着
用
し
な
い
服

装
の
こ
と
で
す
。

　
市
で
は
、
過
度
な
冷
房
に
頼
ら
ず
夏
を

快
適
に
過
ご
す
工
夫
の
一
環
と
し
て
ク
ー

ル
ビ
ズ
を
行
い
、
省
エ
ネ
・
省
Ｃ
Ｏ
２
を

推
進
し
て
い
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

循
環
型
社
会
推
進
課
ゼ
ロ
カ
ー
ボ

ン
推
進
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
８
６

エ
コ
ス
タ
イ
ル
（
ク
ー
ル
ビ
ズ
）
を
実
施
中

５
月
１
日
㈭
〜
10
月
31
日
㈮　月がちょうど「かに座」で輝いています。望

遠鏡や双眼鏡で眺めると、カニの泡みたいな星
の集まりが見えるかもしれません。

●日時　５月31日㈯　午後７時～８時50分
●会場　北コミュニティセンター　スタードー
ムまどか

●内容　◇春の星の観測◇月の観測
※中学生以下は、保護者が同伴してください。
※雨天曇天時は、室内おはなし会となります。

●問い合わせ先　
北パートナーシップ活動支援センター（北
コミュニティセンター内）　   

☎（513)0099

細い月とカニの泡

スタードームまどかに行こう
季節イベント

　基準日（令和７年４月１日）において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等
援護法による遺族年金」などを受ける人がいない場合に、次の順番で順位が先になる遺族一人に支
給されます。
※戦没者等の死亡当時の遺族に限ります。
①令和７年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
②戦没者等の子
③戦没者等の（１）父母（２）孫（３）祖父母（４）きょうだい
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、
順番が入れ替わります。

④前記①から③以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等）
※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を有していた人に限ります。

※同じ順位の複数の人が請求した場合は、原則として、先に受け付けた人が優先されます。

令和７年４月１日～令和10年３月31日
※期間内に請求を行わなかった場合、時効により請求できなくなります。
必ず期間内に請求を行ってください。

国債名称　第十二回特別弔慰金国庫債券　い号
額　　面　27万5000万円（５年償還の記名国債）

　戦没者等の遺族に対する特別弔慰金（第十二回特別弔慰金）が支給されます。

※詳細については、問い合わせてください。
●問い合わせと請求窓口　福祉サービス課福祉政策担当　☎（580)1851　　（573）8083

戦没者等の遺族の皆さまへ

支給
対象者

支給内容

請求期間

大
野
城
心
の
ふ
る
さ
と
館
の
お
す
す
め
⑰

188

あ
け
て
み
よ
う
！ 

　
２
つ
目
は
、
70
年
後
の
永
禄
５
年
（
１

５
６
２
）
の
「
備
中
国
村
社
郷
小
河
分

坪
付
」
で
、「
村
社
郷
」
の
田
な
ど
の
土

地
の
こ
と
が
記
録
さ
れ
た
も
の
で
す
。

こ
の
中
に
「
た
か
う
村
」
と
見
え
ま
す
。

　
こ
の
２
つ
の
史
料
が
竹
田
家
文
書
に

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
木
簡
の
説
明
に
「
竹

田
家
文
書
」
と
書
い
て
あ
っ
た
の
で
す
。

　
奈
良
時
代
の
木
簡
に
書
か
れ
た
「
村
社

郷
高
負
里
」
は
、
約
７
０
０
年
後
の
竹
田

家
文
書
の
中
世
史
料
に「
村
社
郷
」と「
高

生
村
」
と
見
え
、
長
い
間
人
々
の
中
で
使

わ
れ
続
け
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　
今
回
、
福
岡
藩
の
儒
学
者
の
文
書
で
あ

る
「
竹
田
家
文
書
」
に
、
岡
山
県
の
中
世

文
書
が
含
ま
れ
、
そ
の
中
に
は
古
代
の
平

城
京
と
も
関
係
す
る
内
容
が
あ
る
こ
と
が

分
か
り
ま
し
た
。
思
い
が
け
ず
福
岡
･
岡

山
・
奈
良
を
つ
な
ぐ
こ
と
と
な
っ
た
竹
田

家
文
書
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
も
調
査
を
進

め
、新
し
い
発
見
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

心
の
ふ
る
さ
と
館
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
担
当

☎（
５
５
８
）2
2
0
8

〈
竹
田
家
文
書
の
紹
介
３
〉

　
昨
年
奈
良
国
立
博
物
館
で
「
第
76
回
正

倉
院
展
」
と
同
時
に
「
聖
武
天
皇
の
大
嘗

祭
木
簡
」
と
い
う
特
集
陳
列
が
行
わ
れ
て

い
ま
し
た
。
平
城
京
の
発
掘
調
査
で
出
土

し
た
聖
武
天
皇
の
大
嘗
祭
に
か
か
わ
る
奈

良
時
代
の
木
簡
の
展
示
で
す
。
と
て
も
珍

し
い
資
料
で
す
の
で
、
じ
っ
く
り
観
覧
し

て
い
る
と
「
村
社
郷
高
負
里
大
嘗
分
」
と

書
か
れ
た
木
簡
の
説
明
に「
竹
田
家
文
書
」

と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。「
村
社
郷
高
負  

里
」
と
い
う
の
は
、
奈
良
時
代
中
ご
ろ

の
徴
税
単
位
の
こ
と
で
す
が
、
ど
う
し

て
竹
田
家
文
書
と
書
か
れ
て
い
た
の
で

し
ょ
う
か
。

　
竹
田
家
文
書
の
中
世
史
料
の
中
に
は
、

備
中
国
新
見
荘（
現
在
の
岡
山
県
新
見
市
）

関
係
の
史
料
が
含
ま
れ
、
こ
の
中
に
「
村

社
郷
高
負
里
」
に
関
係
す
る
２
点
の
文
書

が
あ
り
ま
す
。１
つ
目
は
、明
応
元
年（
１

４
９
２
）
の
「
曽
原
忠
職
・
忠
家
等
連
署

売
券
」
で
、
曽
原
忠
職
と
忠
家
の
二
人
が

「
村
社
郷
之
内
高
生
村
」
に
あ
る
田
を
売

り
渡
し
た
と
き
の
文
書
で
す
。木
簡
の「
高

負
」も
文
書
の「
高
生
」も
、よ
み
は「
た

か
ふ
」
や
「
た
か
う
」
で
通
じ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

つ
ぼ
つ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　じ
ゅ
が
く 

し
ゃ

８月15日㈮

５月30日㈮

日本武道館〔東京都〕

８月14日㈭・15日㈮
（２日間）

旅費の一部補助あり
（差額は自己負担）

県立福岡武道館
〔福岡市中央区大濠〕

無料（会場までの交通
費は自己負担）

先の大戦における県出
身の戦没者および一般
戦災死没者の遺族で県
内に居住している人（三
親等以内の親族を優先）
※当日は参加遺族全員
による献花を予定

◇先の大戦における戦没
者・一般戦災死没者・
原爆死没者の遺族で県
内に居住している人（三
親等以内の親族を優先）

◇過去に参加したことがな
い人

◇全行程に十分耐えられる
体力があり、団体行動
ができる人

　国・県では、先の大戦における戦没者
等への追悼とともに、平和を祈念するた
め、戦没者追悼式を行います。
　県では、この追悼式の参列者を募集し
ます。

●申し込みと問い合わせ先
◇戦没者および一般戦災死没者遺族
市福祉サービス課　福祉政策担当
 ☎（580)1851

（573)8083
福岡県保護・援護課 

☎（643)3301
（643)3306

◇原爆死没者遺族
福岡県原爆被害者相談所

☎（631)1508
（631)1509

戦没者追悼式　参列者募集

名称 県戦没者追悼式 全国戦没者追悼式
主催

参加資格

期日

会場

参加費用

市への申込期限

福岡県 政府（厚生労働省）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　しょ
う  

む  

　
　
　
　
　
　
　
　
　だい
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う

さ
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　へい
　じょ
う
き
ょ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　む
ら

　

 

こ
そ  

ご
う 

た
か  

　う  

の
さ
と   

だ
い
じ
ょ
う
ぶ
ん

        

ち
ょ
う
ぜ
い

び
っ
ち
ゅ
う
の
く
に
に
い
み
の
し
ょ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　そ

　は
ら 

た
だ
も
と

　
　  

た
だ 

い
え 

ら  

れ
ん
し
ょ

ば
い
け
ん
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